
添付資料

現場状況図

＜発電所配置図＞

タービン建屋

タービン
建屋

2号 1号

3号

発生場所
（中間建屋 EL.17.0m）

・空の台車を移動する際、低い姿勢で空の台車を押していたことから、体勢を崩し左手を負傷したもの
と推定しました。

推定原因

・空の台車を移動させる際は、台車に取手を取り付けることなどを
作業手順書に反映しました。
・本事象を全作業員に対し周知しました。

対 策

＜現場状況図（横面図）＞
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対策実施
イメージ

美浜発電所３号機における資材運搬中の協力会社作業員の負傷の概要
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（約20kg）

空の台車を低い姿勢で手で押して
移動していたところ、柱と台車の間
に左手を挟んだ。


